
１ 

 

報告第 ３ 号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 おいらせ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

 

  平成２８年 ６ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 三 村 正太郎 



２ 

 

専決第 ２ 号 

 

   おいらせ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

７９条第１項の規定により専決処分する。 

 

  平成２８年 ３ 月３１日 専決 

 

                おいらせ町長 三 村 正太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分理由 

 平成２８年度税制改正による地方税法施行令（昭和２５年政令第 

２４５号）の一部改正に伴い、必要となる賦課限度額及び軽減判定基

準の改正を行うとともに、保険税の減免に関する手続に関し所要の改

正を行うため、専決処分するものである。 



３ 

 

   おいらせ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

おいらせ町国民健康保険税条例（平成１８年おいらせ町条例第５６

号）の一部を次のように改正する。  

第２条第２項ただし書中「５２万円」を「５４万円」に改め、同条

第３項ただし書中「１７万円」を「１９万円」に改める。 

第２３条中「５２万円」を「５４万円」に、「１７万円」を「１９万

円」に改め、同条第２号中「２６万円」を「２６万５千円」に改め、

同条第３号中「４７万円」を「４８万円」に改める。 

第２４条の２第２項各号列記以外の部分を次のように改める。 

２ 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、

納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けよう

とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならな

い。ただし、前項第３号に該当する者が減免を受けようとする場合

においては、国民健康保険法第９条に規定する資格の取得に関する

届出をもって申請があったものとみなす。 

第２４条の２第２項第１号中「及び氏名」を「、氏名及び行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後のおいらせ町国民健康保険税条例の規定は、

平成２８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成 

２７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 

 


